
 

１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（玄海原子力発電

所及び川内原子力発電所 設置変更許可申請（標準応答スペクトル
1の規制への取り入れ）） 

２．日 時：令和５年９月１９日  １３時３０分～１５時００分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ａ会議室（一部ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者：（※ ＴＶ会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

忠内安全規制調整官、天野安全管理調査官、江嵜企画調査官、 

宮本上席安全審査官※、秋本主任安全審査官※、片桐主任安全審査官、 

熊谷主任安全審査官、藤原主任安全審査官、小野安全審査官※、 

田代審査チーム員、山浦技術参与 

 

九州電力株式会社：  

原子力発電本部 原子力工事グループ長、他１３名 

原子力発電本部 原子力設備グループ長※、他９名※ 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

提出資料： 

（１）震源を特定せず策定する地震動に係る設置変更許可 審査スケジュール

（案） 

（２）玄海３／４号炉、川内１／２号炉 標準応答スペクトルの規制への取り

入れに伴う設置変更許可申請に係る審査 コメントリスト 

（３）玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 発電用原子炉設置変更許可申請の

概要（標準応答スペクトルの規制への取入れに伴う変更） 

（４）玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 標準応答スペクトルの規制への取

り入れに伴う改正規則等への適合性について 伊方発電所３号炉との比

較表（ＧＳｓ－１（比較）－１） 

（５）玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 標準応答スペクトルの規制への取

り入れに伴う設置変更許可申請書の変更要否の整理（ＧＳｓ－２－２） 

 
1 「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」の検討結果において「震源を特

定せず策定する地震動（全国共通）」として取りまとめた標準応答スペクトルをいう。 



 

（６）玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 標準応答スペクトルの規制への取

り入れに伴う設置変更許可申請書の変更要否の整理について 伊方発電

所３号炉との比較表（ＧＳｓ－２（比較）－１） 

（７）玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置許可基準規則等への適合性に

ついて（原子力事業者の技術的能力）＜補足説明資料＞（ＧＳｓ－３－１） 

（８）玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置許可基準規則等への適合性に

ついて（原子力事業者の技術的能力）＜補足説明資料＞ 伊方発電所３号

炉との比較表（ＧＳｓ－３（比較）－１） 

（９）玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 変更後における発電用原子炉施設

の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 

補足説明資料（ＧＳｓ－４－１） 

（１０）川内原子力発電所１号炉及び２号炉 発電用原子炉設置変更許可申請

の概要（標準応答スペクトルの規制への取入れに伴う変更） 

（１１）川内原子力発電所１号炉及び２号炉 標準応答スペクトルの規制への

取り入れに伴う改正規則等への適合性について 伊方発電所３号炉との

比較表（ＳＳｓ－１（比較）－１） 

（１２）川内原子力発電所１号炉及び２号炉 標準応答スペクトルの規制への

取り入れに伴う設置変更許可申請書の変更要否の整理（ＳＳｓ－２－１） 

（１３）川内原子力発電所１号炉及び２号炉 標準応答スペクトルの規制への

取り入れに伴う設置変更許可申請書の変更要否の整理について 伊方発

電所３号炉との比較表（ＳＳｓ－２（比較）－１） 

（１４）川内原子力発電所１号炉及び２号炉 設置許可基準規則等への適合性

について（原子力事業者の技術的能力）＜補足説明資料＞（ＳＳｓ－３－

１） 

（１５）川内原子力発電所１号炉及び２号炉 設置許可基準規則等への適合性

について（原子力事業者の技術的能力）＜補足説明資料＞ 伊方発電所３

号炉との比較表（ＳＳｓ－３（比較）－１） 

（１６）川内原子力発電所１号炉及び２号炉 変更後における発電用原子炉施

設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明

書 補足説明資料（ＳＳｓ－４－１） 

（１７）川内原子力発電所１号機及び２号機 玄海原子力発電所３号機及び４

号機 弾性設計用地震動 Sd の設定の考え方について 

（１８）川内１号機及び２号機 設置許可段階において耐震工事を実施する可

能性のある設備に対する既許可の設計方針が変更不要であることの確認

について 

 

以上 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:00 規制庁田代です。それではこれから、玄海 34 号炉、仙台 12 号炉

の設置許可申請、標準応答スペクトルの規制の取り入れに係るヒ

アリングを開始したいと思います。それでは、玄海の資料からで

すね、 

0:00:13 事業者、九州電力から説明をお願いいたします。 

0:00:18 はい。九州電力から伊礼です。それでは玄海川内の、まずコメン

トリストを先に紹介した後、審査会合資料の変更点について説明

したいと思います。 

0:00:31 まず、コメントリストの 3分の 2ページをご参照ください。 

0:00:39 コメント№12、 

0:00:41 これは概要資料に関わるコメントでして、3ポツ申請概要につい

て、本文 5号の主な変更点に、前回のヒアリングでは、ＳＧの形

成等について追記されてませんでしたので、 

0:00:55 追記することと、他にも修正すべき箇所があれば、あわせて確認

をお願いしますということでコメントを受けております。 

0:01:03 で、こちらのコメントに対しては、概要資料の 3ポツ、申請概要

について、追記してます。 

0:01:10 その他、資料 2シリーズなんですけれども、設置許可の変更要否

の整理というところで、こちら、申請書の官報に対して、 

0:01:21 どういった変更を今回行ったかっていうのを記載していますん

で、そこにも本文 5号、同様の記載を追記しています。 

0:01:31 申請概要資料については、後程、あわせて説明したいと思いま

す。 

0:01:37 それからナンバー13 番、こちらも概要％ポイントに対するご指摘

でして、参考資料として、設工認の見通しが記載された第 3－2

表、 

0:01:49 追記することということで、こちら追記しています。後程説明し

ます。№14 

0:01:55 参考資料として、今回追加する弾性設計用地震動ＳＤと旧基準地

震動Ｓワンのスペクトル比較図を追加することということで、こ

ちらも追加しております。 

0:02:08 №15、こちらは基準地震動の表記が一部で全額、 

0:02:15 になっていったため、半角に適正化することということで、こち

らは許可申請書の 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:21 中で、最新の基準地震動については、半角で表記しているのでそ

ちらの表記に合わせるということで、 

0:02:28 概要、パワポの概要資料の中のすべての表記を統一させていま

す。 

0:02:33 それからナンバー16、こちら玄海についての概要資料のコメント

ですけれども、 

0:02:38 参考資料のところに、 

0:02:42 基準地震動の水平方向と鉛直方向のスペクトル図を表記していま

した。その時に水平については、 

0:02:49 水平については、ＮＳ、ＥＷとだけ、表記していたのでその本文

との、ちょっとひもづけがわかりづらいというところで、本文に

合わせて水平方向、延長方向といった表記に見直しています。 

0:03:02 こちらも概要資料の説明の中で、また説明します。 

0:03:08 それからナンバー18、こちらは添 11 の補足に関するコメントです

けれども、審査を効率化に効率的に進める観点で比較表を撮影す

ることということで、 

0:03:21 こちらも他の資料同様に比較表、伊方 3号炉との比較表を追加し

ています。 

0:03:27 それからナンバー19 番、これは設置許可の変更要否の整理に対す

るコメントです。 

0:03:33 こちらは特重の 

0:03:36 条文の適合性という観点ですけれども、特重施設の地震に対する

頑健性確保の前提として、基礎地盤周辺斜面の安定性の考慮がな

されていることがわかるよう、 

0:03:49 今回追加する、Ｓｓに対する安定性評価結果を引用した上で充実

化することというコメントを受けております。こちらにつきまし

ては限界について、 

0:03:59 安全安定性評価の会合は概ね了となっておりますので、 

0:04:06 その最初、滑り安全率が評価基準値に対して余裕を有しているこ

とを数字で示した上で、後、ご提出させていただいております。 

0:04:16 川内につきましても、安定性評価が終了次第、資料提出しようと

思っています。 

0:04:23 それから、3分の 3に移ります。 

0:04:28 ナンバー20 について、こちら前回 

0:04:31 9 月 12 日のヒアリングで、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:04:35 ＳＤ弾性設計用地震動について説明した際のご指摘です。 

0:04:40 弾性設計地震動ＳＤについて、今回申請、 

0:04:44 今回追加するものの係数を 0.5 とした理由、それから既許可にお

いて、係数 0.5 を採用した経緯、 

0:04:52 さらに、すでに追加によって、地震発生後の点検に関する運用に

影響があるのかどうかっていうところを、説明することという、

いうことでコメントを受けます。 

0:05:03 こちらについては、 

0:05:05 コメント回答資料ということで、ナンバー20 の回答資料を作成し

ているんですけれども、こちらのエッセンスについては、介護資

料の 35 スライドに、要点を整理しておりますので、こちらも介護

資料の 

0:05:17 川内のですね、介護仕様を説明する際に、説明したいと思いま

す。 

0:05:23 それから№21、こちらは、設計方針が変更ないことの定量的な説

明ということで、川内について、作成した資料についてのコメン

トです。 

0:05:35 内容としては仙台の補強成立性を玄海の設備を用いて説明してい

ることから、わかりやすくフロー図を用いて説明することという

ふうになっております。 

0:05:48 こちらについてもコメントＮｏ．21 の回答資料にフロー図を追加

しているんですけれども、 

0:05:54 2、ナンバー20 同様、介護パワポの参考スライドにエッセンスとし

て要点を整理しておりますので、こちらもあわせて介護資料で説

明したいと思います。 

0:06:04 コメント資料については以上です。 

0:06:13 規制庁タシロです。説明ありがとうございます。 

0:06:16 このコメント回答について何かコメントある方いらっしゃいます

でしょうか。 

0:06:43 規制庁の江崎です。 

0:06:45 20 番のコメントについては、 

0:06:48 いわゆる 

0:06:52 ケース 0.5。 

0:06:53 として、 

0:06:55 もそう。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:06:57 ＳＤとしての成立性があるかどうかっていうことは困るほど読み

取れるんですけど、 

0:07:02 逆に 06 とした場合、 

0:07:06 いや、割とその成立性がないというか不都合な点で不都合という

のは不合理な点つったら、前回は、 

0:07:13 についても整理してくださいっていう話が入ってるんですが、 

0:07:16 一応コメントはこういうコメントですけど、回答にはそれが入っ

てるっていうことでよろしいですか。 

0:07:22 はい。九州電力伊礼です。 

0:07:24 えっとですね、0.6 にした場合、その不合理な点について整理して

くださいということで、コメントいただいて、我々もちょっと検

討したんですけれども、 

0:07:35 結論から言うと 0.6 にしても不合理な点というのは、ありませ

ん。で、 

0:07:42 今回 0.62、0.5 にした経緯、経緯を資料にまとめているんですけ

れども、0.5、0.6 を比べた場合、 

0:07:52 0.6 がその合理性に劣るという点で、0.5 が妥当だという整理して

います。なので 0.6 にした場合に、 

0:08:02 例えばその島根のような、設計にかなり 

0:08:08 影響が大きいという観点では言えないという点で、0.5 を 0.5 が今

回妥当だから、前後にしたという整理をまとめています。 

0:08:18 後程詳しく説明させていただければと思います。 

0:08:24 その辺をちょっとまた後で説明は、 

0:08:26 詳しく聞きたいと思います。以上です。 

0:08:32 規制庁藤原です。1点だけコメントリストのナンバー19 で、これ

は、 

0:08:37 なんすかね。記載したっていうふうに書かれている内容について

これ資料のどの資料に、 

0:08:44 何ページに書いてあるか、いや、別に何か、 

0:08:47 ちょっと内容があれなんで、 

0:08:50 ちょっと質問してもいいですか。 

0:08:55 あとですね今回、ヒアリングにかけている資料にはないんですけ

れどもはい。 

0:09:01 はい。 

0:09:02 規制庁藤原ですわかりました。はい。私は以上です。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:09:10 規制庁田代です。他に質問ある方いらっしゃいますでしょうか。 

0:09:16 なければ次の玄海の概要説明資料ですかね、ご説明をお願いいた

します。 

0:09:22 はい。九州電力入江です。そしたら介護資料の介護者概要説明資

料ということでまず限界を説明した後に、 

0:09:32 千田イワサ分説明していこうと思います。玄海について、 

0:09:39 前回からの修正点を説明いたします。 

0:09:42 まずは、 

0:09:45 5 ページ。 

0:09:46 スライド 5ページ目ですけれども、 

0:09:50 コメント、前回コメントを踏まえまして、赤字にしている部分、

弾性設計用地震動と、9、 

0:09:58 基準地震動Ｓワンの比較を追加していますこれ、ちょうどスライ

ドをめくってって説明します。それから、 

0:10:07 設計方針に、 

0:10:09 確認、 

0:10:11 こちらはですね 3－2表というところで設工認の見通しを書いた表

を、参考資料 4として追加しております。 

0:10:21 ということで、めくってまた説明します。 

0:10:26 それから、6ページ目。 

0:10:29 になりますけれども、 

0:10:31 3 ポツ申請概要というところで、前回は、その本文 5号のところ

に、Ｓｓの追加のみを記載していたんですけれども、今回本文 5

号の記載を、弾性設計用地震動ＳＤのケースを、 

0:10:44 0.5 を追加するというところで変えてますので、その旨を追記して

います。 

0:10:49 それから、テンロク食うのところは動きということでＳ3から 6に

修正しています。 

0:10:55 それから、添付資料 8の記載については、本文 5ごとの表現を合

わせたというところで、前回から追記していたんですけれども表

現を、本文 5に合わせています。 

0:11:07 続きまして、 

0:11:11 ナンバーすいません、21 ページ。 

0:11:16 21 ページのスライドでは、前回から、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:11:21 スペクトルの図を載せていたんですけれども、コメントとして二

つ受けております。一つが、水平方向と鉛直方向の表記を、 

0:11:31 追加することということで、本文と対応するように追記してま

す。それからもう一つは黄色で、周期対応。 

0:11:39 ハッチングしているんですけれどもここが、この周期体が現行の

包絡派を超える周期体というところで、わかるように明示してい

ます。 

0:11:51 それから、 

0:11:55 27 ページ。 

0:11:59 27 ページについては、参考資料 3ということでこれ丸々追加した

スライドです。中身としては、弾性設計用地震動ＳＤ6と基準地震

動Ｓワンのオートスペクトルの比較を載せています。 

0:12:12 赤が旧エスワンの基準地震動で、青が今回追加するものというこ

とで、今回、青が赤を完全包絡しているという図を示していま

す。 

0:12:26 それから、次の 28 ページ。 

0:12:29 28 ページがですね、3－2表というところで、一番右側に設工認の

見通しというところで、許可のまとめ資料に、 

0:12:39 評価結果が載っている設備について、設工認の見通しを記載した

ものです。 

0:12:48 限界については、以上です。 

0:12:52 川内について、 

0:12:54 川内についても同様にですね。 

0:12:57 追記箇所を説明していくと。 

0:13:00 ナンバー5ページ目が、先ほど言った参考資料の呼び込みを追記し

たところですね。 

0:13:09 それから、 

0:13:11 すいませんちょっと、 

0:13:12 6 ページ、6ページも前回と同様に本文 5号について、弾性設計を

地震動ＳＤⅢの設定について記載しています。 

0:13:23 それから、 

0:13:24 21 ページ。 

0:13:27 21 ページは、スペクトルの図を示しているんですけれども、こち

らについては、黄色ハッチングによって超過収益体が、 
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0:13:37 現行のｆｏｒナカに対する超過収期待がわかるように明示してい

ます。 

0:13:44 それから 26 ページ。 

0:13:48 すいません 27 ページが、 

0:13:52 弾性設計地震動と旧基準地震動Ｓワンの応答スペクトル比較とい

うことで、 

0:13:59 マーカーに対して青が包絡している図を示しています。 

0:14:03 それから、28 ページからが、3－2表ということで、 

0:14:08 ここに関しては、既許可のまとめ資料に評価結果が載っている設

備の設工認の見通しが 2、一番右に記載されてる表になってます。 

0:14:19 ここまでが限界と同じなんですけれども、 

0:14:24 49 ページ参照ください。 

0:14:28 49 ページ以降が、今回の玄海説明資料との差分になるので、少し

ちょっとゆっくり説明します。 

0:14:37 参考資料 7については、 

0:14:40 設計方針が変更不要であることの確認という、定量的な説明の要

点をまとめたスライドです。これ 3枚ものになっております。 

0:14:50 で、江藤 49 ページについては、 

0:14:53 9 月 12 日のヒアリングで説明した内容なので、簡単におさらいを

しますと、 

0:15:01 仙台について、既許可の設計方針が不変更不要であることについ

て、定量的に確認しておりますということで矢羽根を、 

0:15:11 見ていただくと、 

0:15:12 まず、仙台 12 号機の新規制工認以降の設工認申請書に評価下結果

が記載された施設を対象として網羅的に抽出しています。 

0:15:23 その結果、配管を含めた中に設備が、補強の可能性がある設備と

してピックアップされています。次の矢羽根で、抽出した設備に

ついて、 

0:15:36 地震動レベルの大きい玄海サイト、 

0:15:39 こちら現行の基準地震動が大きい限界。 

0:15:43 を参照して、同様の設備の支持構造物を参考に検討しているとい

うところです。 

0:15:51 下の図を見ていただくと、わかりやすいんですけれども、一番左

が現行の仙台のタンクＡとなっていまして、その右側が、真ん中

が、 
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0:16:02 支持構造物を、より 

0:16:06 頑健なものにしたものです。それを頑健なものにした姿というの

はその限界を参考にしているという図を示しています。 

0:16:17 次のページ、50 ページが、前回のコメントを受けて追加したスラ

イドでもあります。 

0:16:25 で、このスライドについては 

0:16:28 どのように補耐震の成立性を 

0:16:31 他のかというところで、 

0:16:35 まず、母数を抽出するところから、耐震成立性を整理したところ

まで、フローで示しています。 

0:16:43 簡単に左上から説明しますと、まず設工認対象設備を網羅的に仙

台が確認しています。 

0:16:51 確認した上で、現行の裕度と、基準地震動の超過割合、今回追加

する地震動の超過割合を比べて、 

0:17:02 いうのが、下回る場合は、補強の 

0:17:05 可能性がある設備の検討を 1個進めます。ということで下に進め

ます。 

0:17:11 次に、民間実績のある手法、これは精緻化と書いていますけれど

も、例えばその 1ってのは失点とか、スⅢＤモデル化することな

どによって、 

0:17:22 耐震性率が評価によって確保できるかどうかを判断しています。 

0:17:27 ノーの場合は、 

0:17:28 検討 1個先に進めます。 

0:17:32 これでノーになった設備が、 

0:17:35 次の 51 ページの表に記載された中に設備となっています。 

0:17:40 で、フローの右上に進むと。 

0:17:44 限界サイトを参照した上で、 

0:17:48 川内と同様の本体個本体の仕様を持っているような見解設備があ

るかというのを確認しています。ノーの場合は、個別に検討する

と、下に落ちるんですけれども、 

0:17:59 こちら 51 ページにおける分類Ａ2回相当します。 

0:18:05 それから、玄海に、 

0:18:07 川内と同様の設備がある場合は、イエスということで、右側に落

ちていきます。 

0:18:11 で、右側に落ちていった場合は限界の裕度。 
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0:18:15 これとその限界の崩落はと、川内の超過率を比べて、玄海の設備

を参考に、耐震成立性を検討していると。 

0:18:26 こちら、分類Ｂということで、次の 51 ページの表にまとめていま

す。 

0:18:33 検討結果を 51 ページのスライドにまとめていますけれども、 

0:18:37 こちら前回説明したリストとなっておりまして、12 設備のうち、

復水タンク燃取タンク障壁配管については、個別の検討を行って

おります。 

0:18:48 こちらの細かい説明は、 

0:18:50 今回提出している説明コメント№21。 

0:18:55 説明資料で、詳細には説明しようと思いますけれども、要点とし

ては、こちらにまとめています。 

0:19:02 本スライドなんですけれども、その限界サイトについては、基準

地震動の、こういう方が 1割程度であって、 

0:19:10 対象設備が配管、その理由がその補強が否定できないからという

理由で、伊方と同様に、配管というのをピックアップしているん

ですけれども、仙台と違って補機類、具体的な設備は出ていない

ので、 

0:19:24 本スライドについては原価については、追加不要かなと、当社と

しては今考えております。 

0:19:31 それから、52 ページ。 

0:19:37 52 ページについては、弾性設計用地震のＳＡの係数設定について

というスライドを追加してます。で、こちらのスライドですけれ

ども、ちょっと大変申し訳ないんですけども限界にも、 

0:19:48 追加予定ですけれども今回ちょっと追加を失念しておりまして、

原価についても同様のスライドを追加する予定です。 

0:19:57 で、文字が多くて恐縮なんですけれども、まず一つ目のマルとい

うところで、弾性設計用地震動ＳＤの設定にあたっては、 

0:20:07 弾性石油地震動の役割、それからは、旧耐震指針における、エス

ワンが果たしてきた役割。 

0:20:16 及びＪＥＡＧ4601 における地震の発生確率について、それぞれ考

察した上で、 

0:20:23 新規制当時に、0.6 を設定した経緯も踏まえた上で、今回、0.5 を

設定することが妥当であると判断しています。 

0:20:33 で、まず、考察について、括弧 123 ということで書いています。 
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0:20:38 まず、（1）弾性設計用地震動の役割に対する考察というところ

で、少しちょっと長くなりますけれども、 

0:20:46 弾性限界状態は、 

0:20:48 基準地震地震動が、施設に及ぼす影響、それから状態を明確に把

握することが可能な状態であって、施設が全体的に弾性設計用地

震動ＳＤによる地震力に対して、 

0:21:02 概ね弾性限界状態にとどまることを把握することで、 

0:21:06 基準地震動Ｓｓによる安全機能保持の把握を確実なものにすると

いう役割が、平成 18 年の耐震設計審査指針に記載されています。 

0:21:19 今回 0.5 にしてますけれども、係数 0.5 とした場合のＳＤⅢにつ

いては、現行のＳＤ12 と同じくらいの大きさとなります。 

0:21:30 ＳＤ1については、既設購入において、施設が概ね弾性限界状態に

とどまるということを確認しておりますので、 

0:21:41 係数 0.5 とした場合のＳＤⅢについては、 

0:21:45 弾性設計用地震のＳＤの役割を満足すると考えております。 

0:21:50 一方でその下、0.6 とした場合のＳＤⅢについては、既往のＳＤ12

を上回る周期体があります。 

0:21:59 このため、既設設備に対して、大きくなったＳＤⅢを適用する場

合、弾性範囲ではなくて概ね弾性範囲にとどまる。 

0:22:09 つまりその弾性限界を超える割合が多くなるという意味で、この

ように記載していますけれども、 

0:22:15 こういった評価を対応せざるをえなくなる可能性がある、その結

果、弾性設計の意味を失う可能性があると考えております。 

0:22:26 （2）、基準地震動Ｓ湾が果たしてきた役割に対する考察です。 

0:22:32 基準地震動Ｓワンについては、この弾性設計地震動ＳＤが規定さ

れる前、平成 13 年以前、 

0:22:40 平成 18 年以前についてはそのＡｓとＡクラス施設の耐震性を担保

する役割がありました。 

0:22:49 で、係数 0.5 とした場合のＳＤⅢの応答スペクトルは、基準地震

のエスワンを包絡するような大きさになっておりますので、基準

地震動Ｓは果たしてきた役割を十分満足すると考えております。 

0:23:03 それから（3）弱の発生確率に対する考察。 

0:23:08 こちらについては、まず前提として耐震設計における荷重の組み

合わせについては、ＪＥＡＧ4601 に基づいて、確率的な考慮。 

0:23:19 事象の発生確率継続時間と地震の発生確率を踏まえて、 
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0:23:24 事象を組み合わせるかどうかの要否判断がなされています。 

0:23:28 このうち、基準地震動ＳワンでこれはもうＳＤに相当する地震動

ですけれども、この発生確率はＪＥＡＧにおいて、10 のマイナス

2乗から、 

0:23:38 5×10 のマイナス 4乗炉年とされています。 

0:23:42 現行の評価体系はどうかというと、仙台 12 号機においては、 

0:23:48 既往のＳＤ1の発生確率が 10 のマイナス 3乗から 4乗ということ

で、始まりが 1桁小さいんですけれども、十分、 

0:23:58 助役よりも小さいものの、荷重の組み合わせにあたっては、保守

的に 14601 のエスワンの発生確率を適用していると。 

0:24:08 で係数 0.5 を下、下 0.5 とした場合の、今回のＳＤⅢの発生確率

は、明様と同様に、10 のマイナス 3乗から四条炉年。 

0:24:18 このためジャックにおけるエスワンの発生確率に対して、十分な

保守性な保守的な考慮がなされていると考えています。 

0:24:27 こうした理由を、 

0:24:28 踏まえて、0.5 が妥当であると判断しています。 

0:24:33 また、既往のＳＤ12 というところで次の○に移るんですけれど

も、ここは企業間の経緯を記載しています。 

0:24:41 紀陽のＳＤ1については、係数 0.5 とした場合でも、基準地震動Ｓ

3を概ね包絡しますけれども、結果的に、係数 0.6 を設定していま

す。 

0:24:53 既許可において係数 0.6 を設定した経緯については、新規制対応

時において、設置許可審査と設工認審査が並行して進められてお

りまして、 

0:25:05 仙台だけでなく玄海も、 

0:25:07 合わせると 7羽の検討を同時並行で行う必要がありました。 

0:25:12 そのためにその那覇に対して係数の、 

0:25:15 誤認防止や、 

0:25:18 すでに 0.6 で検討を進めていたというところもありますので評価

の効率化の観点から、玄海同様、一律の係数 0.6 を設定すること

とした、していました。 

0:25:31 これが経緯です。最後のポツが、地震の運用に関する影響ですけ

れども、 
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0:25:39 ＳＤ3追加による地震発生後の点検等に関する運用への影響につい

ては、総合点減の判断基準が最寄りの気象庁観測点において震度 5

弱以上、 

0:25:53 ということでこれは敷地外のところにある観測点で 5弱以上、そ

れから、原子炉のトリップ設定値についても、仙台は 160 ガルと

いうことで、ＳＤに比べて十分小さいような値になっています。 

0:26:07 で、いずれのいずれにしてもその弾性設計を地震動ＳＤに基づい

ていないということを確認しましたので、運用への影響はないも

のと判断しています。 

0:26:17 以上が今回の介護資料の変更点です。 

0:26:28 ただいまの説明で、質問等ある方いらっしゃいますでしょうか。 

0:26:43 それ。 

0:26:44 はい、わかりました。 

0:26:50 それでは、先にコメントＮｏ．21 の回答資料ですかね、そちらに

ついてご説明をお願いいたします。 

0:27:03 はい、九州電力の堀田ですそしたら見え方コメント№21 回答資料

の方をお願いいたします。 

0:27:10 こちらコメントリストにもありましたが、 

0:27:14 前回、9月 10 日の 

0:27:16 ヒアリングにおいてフロー図等を用いて、説明の流れが理解しや

すいように、 

0:27:21 工夫することということで、大きな変更点としましては、下のペ

ージ 3ページ目の検討フロー。 

0:27:28 追加しているものと、1ページ目でそのフローに沿った記載内容と

して説明を、の文言を修正しております。 

0:27:39 1 枚目をお願いいたします。 

0:27:42 表題に対する線で 1号機設置許可段階において耐震工事を実施す

る可能性のある設備に対する既許可の設計方針が不要であること

の説明についてということでご説明させていただきます。 

0:27:53 1 ポツの概要のところですけども、この資料全体に関しては、赤字

で記載しているところが前回 9月 12 日の資料から変更した点にな

ってございます。 

0:28:03 1 ポツ概要の二つ目のパラグラフで、文言を修正しているんですけ

れども、 
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0:28:09 こちらの資料では耐震工事の可能性のある設備を抽出し耐震安全

性を満足する見通しを有することを定量的に示すということで、

旧患の設計方針が不要である、変更不要であるということを説明

する。 

0:28:23 資料というふうに記載してございます。 

0:28:25 それで前回は耐震成立性を説明する、定量的に説明するというふ

うにしてございましたが、この概要資料の 1、一つ目のパラグラフ

の、最後の方で下線を引いているところにありますが、 

0:28:38 これまでのご説明の中でも、 

0:28:40 認可実績のある評価手法の適用及び支持構造物の追設等が可能で

あることから、耐震安全性を満足する見通しであり、それによっ

て既許可の設計方針を変更する必要がないということをご説明し

ておりましたので、 

0:28:55 それに沿う形で、今回耐震安全性を満足する見通しを有すること

を定量的に示すということで急患の設計方針が変更不要であると

いうことをご説明する。 

0:29:06 というロジックの方がいいと考えまして、ちょっと文言修正して

ございます。 

0:29:11 2 ポツ、種地震工事の可能性の説明を抽出するということでお願い

します。こちら先ほど申請概要資料の方でもご説明しましたが、

仙台 12 号機の新規制基準以降の、 

0:29:22 許可申請書に評価結果が記載された施設を網羅的に確認して、 

0:29:26 工事の可能性のある設備を抽出しております。 

0:29:30 表検討フロー1に抽出設備は、Ａ3横の表 1の方に記載してござい

ます。 

0:29:40 県、こちらの 2ポツの内容が検討フロー、3ページ目の検討フロー

の中では、上半分の耐震工事の可能性のある設備として抽出とい

うところまでに、 

0:29:52 該当する内容になってございます。 

0:29:55 続きまして 3ポツの耐震安全性の見通しに係る検討ということ

で、 

0:29:59 3 ポツ 1検討方針、 

0:30:02 ですが、耐震性を確保する支持構造物、こちらは記載の内容は書

いていないんですけれども、地震動レベルが大きい玄海の方が、
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川内に比べてより耐震性の高い支持構造物を有する設計となって

おります。 

0:30:15 このことから、川内の耐震安全性を満足する見通しを確認する上

で、玄海の同様の設備、こちらの宣伝 1号機の設を本店の設備仕

様と、 

0:30:25 基本仕様と大きな差がない設備としておりますが、 

0:30:28 その限界の同様、設備等 4仕様を有する設備を参考に検討を行う

ということで記載しております。 

0:30:36 3 ポツ目の検討方法に具体的な内容を記載しております。 

0:30:39 先ほどの 2ポツで抽出しました表 1に示す工事の可能性のある説

明について、今回 12 号機と、線で 12 号機の設備と玄海 34 号機の

設備にどういう設備があれば、 

0:30:51 川内 1号機の設備が委員会の支持構造と同様に、 

0:30:57 改造することが可能であるというふうに考えておりまして、以下

の通り検討を進めております。で、 

0:31:04 こちら 3ポツ 2の検討内容が、検討方法の検討フローの 

0:31:09 下半分の内容になってございます。 

0:31:12 （1）で、 

0:31:14 仙台 12 号機の設備と同様の設備が前回 34 号にあるかというもの

で、 

0:31:21 3 ページ目の検討フローの川内と同様設備が限界にあるかでイエス

ノーを振り分けております。 

0:31:27 先ほどもご説明しましたがノーの場合は個別検討により確認と。 

0:31:31 イエスの場合は玄海の設備を見に行くこととしてございます。 

0:31:36 2 ページ目（2）に、 

0:31:38 ですが、玄海 34 号機の同様設備工認の基準地震動Ｓｓ1から 5に

基づく既工認の裕度を確認してございます。こちら検討フローの 

0:31:49 先ほどのＹＥＳからおりてきた四角枠の限界の同様説明を機構に

の誘導で融度限界と記載しておりますが、こちらを確認しており

ます。 

0:31:59 続きまして（3）で、玄海の設備の一次固有周期における応答比、 

0:32:05 こちら玄海 34 号機の 1からＳｓ1から 5の崩落後、 

0:32:11 今回仙台の新しいＳｓさんの音スペクトル比で、こちら 

0:32:16 定義として、応答比木カッコ限界、 

0:32:19 としております。 
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0:32:21 こちらの応答比を算出しております。 

0:32:24 で、その上で（4）として限界湯の誘導と、頭皮野木括弧限界を比

較しまして、 

0:32:31 裕度カッコ限界と応答比較限界値以上の場合は、見通しを有する

として、 

0:32:37 3 ページのキ、 

0:32:39 検討フローでＹｅｓ側に落ちまして耐震安全性を満足する見通し

を有すると。 

0:32:45 1 未満の場合は、能として個別検討により確認するとしております

が、こちら、結果的に個別検討の部分、ここから個別検討に、 

0:32:54 となる部分はございません。 

0:32:56 続きましてなお、 

0:32:59 復水タンクのエントリータンク障壁を得る配管については、以下

の理由により、前回同様説明ないということで個別検討を実施し

ておりまして、こちらもともと記載してない、いた内容と同様の

内容になってございます。 

0:33:12 4 ポツの検討結果として、表 1に示しておりますが、検討の結果い

ずれの設備も耐震安全性を満足する見通しが入れられたことか

ら、許可の設計方針が変更不要であるということを確認してござ

います。 

0:33:26 結果を示す表が、Ａ3横の表 1の耐震工事の可能性のある説明に対

する、 

0:33:33 耐震安全性の見通しとして示しておりまして、 

0:33:37 当然県もいろいろご指摘いただきましたが、 

0:33:40 縦の二重線の右側が耐震安全性の見通しに係る検討ということ

で、1ページ目の、 

0:33:48 3 ポツに、 

0:33:50 の検討内容になってございます。二重線の左側は仙台の、 

0:33:56 今の設備の状況を示したものになりまして、耐震工事の可能性の

ある設備を抽出した上で、その設備たちが現状どういった状態か

というのを記載している内容が左側になってございます。 

0:34:10 1 点ちょっと訂正させていただくところがありまして、前回の 9月

12 日のヒアリングで、その真ん中の裕度カッコ限界と記載してい

るところ、 

0:34:19 玄海 34 号機の設備の現状の、 
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0:34:24 既工認の裕度を記載しているんですけれども、 

0:34:26 当然か記載していた裕度の数値からちょっと修正してございま

す。柚木数値が間違っていたというわけではないんですけれど

も、 

0:34:37 前回、川内の抽出した設備の最小誘導部位に該当することとこ

ろ、 

0:34:45 抽出してございますというふうにご説明したんですがその御説明

がちょっと間違っておりまして、前回の数値は玄海の 

0:34:53 この同様設備、冷却材この書式イイダ線等であったりとかの、 

0:34:57 その限界の設備としての最小裕度を記載して、 

0:35:00 おりましたので、 

0:35:02 正しくは、今回の仙台の、 

0:35:05 抽出した設備の評価部位に該当する。 

0:35:09 誘導ということで、記載をし直しまして、 

0:35:13 括弧支持脚であったり、ヨウ素除去薬品タンクの場合は基礎ボル

トであったりとして、誘導を記載を見直してございます。 

0:35:25 主な変更点に関しては、 

0:35:27 以上となります。 

0:35:41 規制庁タシロです。説明ありがとうございます。ではコメントＮ

ｏ．21 今ご説明いただいた内容について質問ある方いらっしゃい

ますでしょうか。 

0:36:02 あ、規制庁アノオノさん、お願いします。 

0:36:09 規制庁の尾野です。説明ありがとうございます。 

0:36:13 中身の話というよりは、 

0:36:15 今回、今ご説明いただいた資料で、例えば復水タンクとか、エン

トリー、 

0:36:22 タンクとかですかね、ていうのは、 

0:36:25 添付資料で、 

0:36:29 少しどういう検討をしたかとかっていうのはわかるようになって

いて、先ほどのパワポの参考資料 7だと、 

0:36:39 衛藤。 

0:36:40 51 ページですかね仙台の方。ただ、区分Ａと書いてあって、個別

検討の結果、見通しありますって書いてあって、ここが、何てい

うんすかねまとめ資料がないと、少しどういう、 
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0:36:54 検討したのかわからなくてですね、例えば、復水タンクとか燃取

タンクっていうのは、 

0:37:02 個別検討の結果、現時点、妥当その認可実績のある弾塑性解析を

採用し、 

0:37:11 実績がある補強。 

0:37:14 工事を採用することにより、耐震安全性を満足する見通しを有す

るっていう少し 

0:37:24 パワポの 51 ページで、分類Ａとしたやつをですね 

0:37:29 まとめ資料側の方の、 

0:37:31 添付っていいますか実際にどういう評価をしてるかっていう、エ

ッセンスを少し変えたほうがわかりやすいのかなと思ったんです

けれども、いかがでしょうか。 

0:37:44 九州電力堀田です。衛藤ご指摘いただきました通り、何かしら衛

藤ＳＳを盛り込もうかと思いますので、 

0:37:50 はい。 

0:37:51 対応しようと思います。 

0:37:54 規制庁のです。はい。ありがとうございますまとめ資料、多分今

までの 

0:37:59 特定施設の審査会合って、 

0:38:02 使ってないので、もう少しそのまとめ資料の情報で、書けるとこ

ろでわかりやすくなるように記載していただけたらと思います。

よろしくお願いします。私から以上です。 

0:38:14 規制庁田代です。その他、ご質問等ある方いらっしゃいますでし

ょうか。 

0:38:18 藤原さんお願いします。 

0:38:21 はい。規制庁藤原です。 

0:38:23 この下コメント№21 回答資料とちょっとパワポの、 

0:38:28 関係をちょっと教えて草間記載だけかもしれないすけど、このコ

メント№21 回答資料っていうのは、当間なんかの 1ページとか、

定量的に示すとか、会議があって一方パフォーマンスで分かれて

いない。 

0:38:43 まず、認識は多分 

0:38:45 パワポ資料でそこまでは一智様は、 

0:38:48 9 電として確認した結果をパワポで書いているのかなというふうに

理解しましたで、そういうふうに解釈した時に例えば、50％の 50
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ページとかで、この裕度過去限界ごめんなさい。このフロー50 ペ

ージ右側のフローの 

0:39:03 右シノダイイダですかね、裕度カッコ限界、バー応答比限界、 

0:39:09 1 以上か。 

0:39:11 これが 51 ページに飛んだときに 

0:39:15 なろう給電が確認した結果さっきのものと一緒ですね要は、9年が

何を確認してこうな見通しが有するってなったかってのはやっ

ぱ、ここ見えないんですね。ですんで、 

0:39:26 もしかしたら要はこれが 1以上あるから、見通しを有するとか、

そういうような流れを多分作らんやちょっとわかりにくいのかな

と思いました。本当に私の意見わかりますかね。要は、 

0:39:39 ロジックがちょっと今見えづらいと。この内また、このコメント

Ｎｏ．20 回答資料が、どういう位置付けなカッチと私はよくわか

んないすけど、少なくともちょっと 9電が何をしたかちょっとも

うちょっとわかりやすくした方がいいんじゃないすかね。 

0:39:58 九州電力八木です。 

0:40:00 江藤ご意見は、解消しました。確かにフローで見ると、限界を参

考にした現加入と比べるのに、その結果が見えてこないと。 

0:40:12 ただ前回の、ちょっとヒアリングの時に耐震安全性の見通しの検

討が、どちらかというと細かく詳細になってて、 

0:40:21 許可としては、 

0:40:22 Ａ3 のページの左側で整理した上で、 

0:40:27 Ｑｄがどう考えてるかっていうことを書かないといけないのかな

と思いましたので、 

0:40:31 ちょっとフローとしては残ってるんですけども、ちょっと最終的

表には、この原価の誘導ってのはちょっと落としきれていない

と。 

0:40:38 ただ、どう書くのかなと私今、考えてまして、 

0:40:43 例えばざっくり言うと玄海の当該部位の裕度が今見ると、大体 2

以上ありますんで、 

0:40:49 十分な安全性が確認できたとかですねさんの方でなんですけど、 

0:40:57 ごめんなさい規制庁藤原です。ちょっとごめんねえと審査会合に

おいてはこのパワポのみが出てくると私想定してちょっとお話を

させていただいとる。 

0:41:07 ところで、要は今の言った限界が 2以上あるっていう情報が、 
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0:41:11 もしここにあったらなんか、そうですね。なるんですけど、ここ

でちょっとそこがちょっと見えなかったんで聞き、今聞いてるシ

ライが、 

0:41:19 要は私は、パワポの中です。分離がどうなのかっていうところだ

け、 

0:41:25 九州電力から入江です。今藤原さんからご指摘あったのっていう

のはその耐震成立性を確認した、どうやって 

0:41:36 間をつなぐロジックがちょっと抜けてますねっていうご指摘だと

思うんですけども例えば限界と同等の支持構造物とすることで、

融度が、 

0:41:46 原価融度が、応答比 1を上回ることでみたいなその苦労で流して

いるような、 

0:41:53 内容を書いて、だから耐震性を満足する、だから耐震性を満足す

るというところ何かしら説明のところに入れる。 

0:42:01 というようなイメージでしょうか。ちょっとこちらからの逆質問

なんですけども。 

0:42:06 はい。衛藤規制庁イシダですけど、裾そうですねそういうのも、

やりようの一つかもしれないですね。私は単純にその 50 ページに

そのフローが示されて、いや見通しは有するという流れがある中

で、 

0:42:18 じゃあこの 51 ページ、最初融度が、例えばこの分類Ｂでしたっけ

ね、1.0。 

0:42:26 4 とかあるやつに対して本当にそうなの。 

0:42:30 ていうところが、何かちょっとなかなかちょっとわかりづらかっ

たんでもう少なくとも、数字じゃなくても何か文章なりともそこ

の、 

0:42:37 うん。 

0:42:53 九州電力八木です。すいませんちょっと空白の時間があって、 

0:42:56 今 50 ページの右側のフローで、 

0:43:00 限界の裕度と限界の応答比を比べて 1以上かという小さいこうい

うことをしてるんですけども、 

0:43:08 フロー的にこういうちょっと踏み込んだ検討をしている。 

0:43:12 を示すのも手ですし、パワーポイント的に言うと、 

0:43:16 支持構造を参考にした玄海の設備の同様の箇所が、十分な裕度を

有しているかと。 
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0:43:23 十分な裕度というところで例えば 2以上あるかっていうような注

意書きをした上で、 

0:43:27 それであれば耐震安全性は限界とどうであれば満足で見通しって

いうようなフローの流し方もあるのかなと。 

0:43:35 ちょっと今、考えたんですけども、 

0:43:38 それに関しては、 

0:43:39 どうでしょうか。規制庁伏見です。真ん中、ウツミで聞く分には

何か通りそうかもしれない。要は、丹治 9電が何をしたかってい

うのがわかりにくいそこはちゃんと書いた方がいいんじゃないか

って言ってる技術だけですんで。はい。 

0:43:53 そこはまた、 

0:43:55 ご検討くださいっていうのが一つ。 

0:43:58 あともう一つこの 49 ページの一番てっぺんの丸印の記載なんです

けども、 

0:44:05 記載は主語がへ、既許可の設計方針が変更不要であることについ

て、 

0:44:13 コレコレコレコレで見通しを有することを確認。 

0:44:17 有することを確認する。ちょっとまだ中身がよくわかんないです

よこれだと。で、コメントＮｏ．21 の回答資料これすごいわかり

やすかったんですね。要は、 

0:44:27 何ですかね、 

0:44:29 タイトルもこの設計不要である。 

0:44:32 ことっていうのは、何だろう、既許可の設計方針を変えなくても

何か 

0:44:38 要は見通しが買えない状態で、見通しがあるからす、変更不要で

すっていう多分流れなんですよね。 

0:44:46 これだとパワポの 49 だとあたかも、 

0:44:49 何だろう。 

0:44:50 見方によっては何か何か、 

0:44:53 実績のないものを使えば、いや当然見通し有することもあるかも

しれないし、もう単に記載だけなんすよね。 

0:44:59 ちょっとこのコメントＮｏ．21 の本と、ちょっと 49 のそのトーン

の何かてっぺんのトーンを持ち出した方が、 

0:45:07 いいのかなとちょっと思った次第ですが、これ、いかがですか

ね。記載だけです。 
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0:45:14 以前に堀田です。衛藤先ほど私の方からご説明しましたコメント

Ｎｏ．21 の後 1ポツ概要の最後の、 

0:45:22 文章のところ、 

0:45:23 で、 

0:45:24 許可の設計方針を必要、変更する必要がないことを確認したって

いう導入があった上で、スライド 49 ページの、 

0:45:33 変更不要であることについてっていうふうにつなげれば、 

0:45:36 いいのかなと思いますのでちょっと記載は検討しようかなと思い

ます。 

0:45:42 規制庁藤間です。はい、わかりました。スズエ 49 ページは、結論

は多分、既許可の設計方針変更不要である。 

0:45:50 その理由としては既許可の設計方針によって耐震安全性を満足す

る見通しだと、多分、結論だけちょっと若干ずれてる気がしたん

で、そこは改めてご検討ください。はい。 

0:46:02 私から以上です。 

0:46:05 他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。 

0:46:18 それでは次のコメントＮｏ．20 の回答資料、ＳＤの設定根拠につ

いて、ご説明をお願いいたします。 

0:46:26 はい。そしたら、コメントＮｏ．20 の改造仕様について説明しま

す。 

0:46:31 仙台 12 号機玄海 34 号機のＳＤの設定根拠についてまとめていま

す。 

0:46:38 1 ページ目まず概要ですけれども、 

0:46:41 弾性設計用地震動の規制要件については、許可基準解釈の別記 2

等において、基準地震動とのオートスペックの比率の値が、 

0:46:51 目安として 0.5 を下回らないような値で工学的判断に基づいて設

定することとされています。今回のＳＤ設定にあたっては、弾性

設計地震動の役割、 

0:47:04 基準地震のエスワンが果たしてきた役割、それから、ジャックに

おける発生確率について、それぞれ考察した上で、 

0:47:13 今回係数を 0.5 を乗じることが妥当であると判断しています。 

0:47:18 この資料については、今回、0.5 にした理由、それから、既許可に

おいて 0.6 を設定した軽油、 

0:47:26 及び、ＳＤを追加することによる点検等への運用への影響につい

て、補足するものです。 
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0:47:34 2 ポツ、 

0:47:36 以降がその具体的な説明になっておりまして、今回、まず、0.5 を

設定した理由について説明します。 

0:47:44 今回の設定については、ＳＤの役割、エスワンの役割、それか

ら、発生確率について考察した上で、さらに、新規性で 0.6 を設

定した経緯も、 

0:47:56 参考にした上で、0.5 を設定することとしていました。 

0:48:01 しました。この背係数設定に関する 

0:48:06 2 ポツから 2ポツ 3の内容については、川内玄海で、基本的に同じ

ですので、ここでは川内を代表して記載しております。 

0:48:16 まず 2ポツ 1。 

0:48:18 弾性設計用地震動ＳＤの役割に関する考察。 

0:48:23 こちら、 

0:48:26 はい。 

0:48:28 いいですか。はい。 

0:48:29 弾性設計地震動ＳＤの役割については、耐震審査指針、これ 18 年

9 月 19 日の原子力安全委員会決定において、 

0:48:41 下のように記載されています。括弧書き、四角枠の中ですけれど

も、 

0:48:47 弾性状態は、地震動が、 

0:48:51 設備に及ぼす状態を明確に評価することが可能な状態で、このＳ

Ｄによって、概ね弾性限界状態にとどまることを把握すること

で、Ｓｓに対する、 

0:49:02 機能保持を確実なものにするというのが、役割として記載されて

います。 

0:49:08 少し上に戻りますけれども、こうしたＳＤの役割を踏まえると、

Ｓｓに乗じる係数の設定によっては、基準地震動Ｓｓによる、 

0:49:19 地震力に対する施設の、 

0:49:22 安全機能の保持の把握を確実なものにするという、ＳＤの役割か

ら乖離するものと考えられます。 

0:49:30 下の、そこでに移りますけれども、 

0:49:33 今回追加するＳＤⅢについて、係数 0.5 とした場合、それから 0.6

とした場合の、 

0:49:41 スペクトルを作成しまして、企業の 12 と比べることで、妥当性に

ついて考察しています。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:49:48 で、2ページ、まず文章で説明しますけれども、 

0:49:52 まず、0.5 とした場合のＳＤの応答スペクトルというのは、既往の

ＳＤ12 と同程度の大きさとなっていますで、これが次のページに

示した左側ですね。 

0:50:05 左側の、 

0:50:06 青い線が今回追加したＳＤⅢなんですけれども、 

0:50:11 それが黒い 

0:50:12 既往のＳＤと比べて同程度の大きさになっていると。 

0:50:16 いうことを確認しています。 

0:50:19 で、2ページに戻ると、このＳＤ12 に対しては、既工認におい

て、施設全体が概ね弾性限界状態にとどまることを、 

0:50:29 把握しているので、係数 0.5 をし、 

0:50:32 設定した場合のＳＤ数については、 

0:50:35 弾性設計地震動ＳＤの役割を満たすものと考えられます。 

0:50:40 一方、0.6 とした場合の応答スペクトルは、既往のＳＤ12 を上回

る、 

0:50:45 注北井があります。また、すいません 3ページにめくっていただ

くと、Ｂというところで右側、 

0:50:53 右側青いラインを見ると、 

0:50:56 ＳＤ1に対して、短周期側は超えているという状況になっていま

す。 

0:51:03 戻りますけれども、2ページに戻って、このため係数 0.6 とした場

合のＳＤⅢを基、 

0:51:12 既設設備に適用する場合、 

0:51:15 弾性範囲ではなく、概ね弾性範囲とどまる。 

0:51:19 概ねの部分が、対応せざるをえなくなって、弾性設計の意味を失

う可能性があると、いうことで、 

0:51:28 つまりこの御既設設備に対するとまあそうなるんですけれども例

えばその新設で設計する場合を、イメージするとわかりやすいん

ですけれども、Ｓｓに対して機能保持ということはＳｓに対し

て、 

0:51:40 耐震設計耐震構造を決定するということです。 

0:51:44 このＳＤを、係数を大きくした場合に、ＳＤの評価が支配的なな

ると、その場合、ＳＤによって耐震構造が決定するといったよう

な、その逆転現象が生じて、 
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0:51:55 従来、ＳＤ×2倍の地震力まで安全機能を保持できるという、 

0:52:01 知見、 

0:52:02 そういった前提を踏まえてＳＤの 0.5 というのが、 

0:52:06 定められているんですけれども、それがちょっと意味を失う可能

性があると。 

0:52:11 いうところでまとめています。 

0:52:14 続いて 4ページ目。 

0:52:17 2 ポツ 2ということで、 

0:52:20 従来、エスワンが果たしてきた役割に対する考察。 

0:52:25 基準地震動Ｓワンは、 

0:52:28 弾性設計地震動が規定される以前は、 

0:52:32 耐震審査指針、旧耐震審査指針において、ＳとＡクラスの耐震性

を担保してきました。 

0:52:40 具体的にはエスワンによる地震力または静的地震力のいずれか大

きい方の地震力に耐えることと、いうことが設計されています。

この役割を踏まえると、 

0:52:50 弾性設計地震動の制定にあたっては、 

0:52:54 旧基準地震動Ｓワンのスペクトルを概ね下回らないように係数設

定を行うことがあると。で、1ポツ 1はその 0.5 の、ケースの観点

でしたけれどもこっちはそのスペクトルの、 

0:53:06 大きさ比較に下回らないようにする必要があると考えています。 

0:53:10 今回、0.5 とした場合のＳＤ水の応答スペクトルは、先ほどの図 1

に示す通り、基準地震のＳＲのオートスペクトルを包絡していま

すので、諏訪が果たしてきた役割というのを十分満足すると考え

ています。 

0:53:26 それから、2ポツ 3というところで、これ発生確率に対する考察を

しています。 

0:53:33 耐震設計においては、荷重の組み合わせについて、そのＪＥＡＧ

に基づいた確率的な考慮がなされております。 

0:53:42 このうち、基準地震動Ｓワン 

0:53:45 弾性設計し、地震動ＳＤに相当する地震力の発生確率としては、

10 のマイナス 2から 5掛け 10 のマイナス 4乗炉年とされていま

す。 

0:53:57 こちら、衛藤元現状の耐震設計の方針において、玄海、川内に 12

号機については、 
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0:54:06 既往のＳＤの発生確率として 10－－3から 4乗ということで、条

約に比べてちょっと 1桁小さい始まりなんですけれども、 

0:54:17 次アックの発生確率をそのまま適用していると。 

0:54:21 で、今回、 

0:54:24 追加する。 

0:54:26 すでについて係数を 0.5 とした場合、及び 0.56 とした場合のオー

トスペクトル等ハザードスペクトル比較図を図に示しています。 

0:54:38 出ずに、5ページをめくっていただくと、左側が 0.5 とした場合、

今回申請、右側が仮に、0.6 とした場合の、 

0:54:48 ハザードを示していますけれども、いずれにしても、10 のマイナ

ス 3から 4の、このレンジの中に収まっているという状況です。 

0:54:57 これを踏まえて、4、4ページに戻りますけれども、0.5 とした場

合のＳＤの発生確率は、10 のマイナス 3乗始まりということで、

現行と同程度、 

0:55:10 弱 4601 の 

0:55:13 エスワンの発生確率に対して十分保守的な考慮がなされていると

考えています。 

0:55:20 で、続きまして 6ページ、6ページは、既許可でなぜ 0.6 を採用し

たかという経緯について、 

0:55:28 記載しています。 

0:55:30 既往の地震動については、先ほど述べた 2ポツで述べた弾性設計

地震動ＳＤの役割に対する考察だけでなくて、 

0:55:41 新規制当時の対応状況を踏まえた上で、玄海川内ともに一律の係

数 0.6 を設定しました。 

0:55:48 ここで紀陽のＳＤに対して、仮に 0.5 を設定した場合どうなるか

というスペクトル図を第 3図に示しています。 

0:55:59 こちらなんですけれども、まずだけだと、限界はちょっとわかり

づらいかもしれませんけれども、 

0:56:07 1 ポツで、文章で説明しています。 

0:56:10 仙台 12 号機については、0.5 を仮に設定した場合、 

0:56:15 ＳＤ湾については、エスワンを包絡しますＳＤＩＩについても、

概ね包絡する。 

0:56:22 ほぼ包絡していると。このため仙台だけを取ると、0.5 でも設定可

能であったと考えられます。 
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0:56:29 一方の玄海 34 号機ですけれども、0.5 のケースを仮に設定した場

合、ＳＤ湾については、完全包絡します。ＳＤ4についても、 

0:56:40 数案を概ね包絡する。 

0:56:43 しかしながらそのＳＤ23 号については、 

0:56:47 旧エスワンを下回る周期体があると。 

0:56:51 このためそのサイト一律の係数を設定する場合、玄海全体を見た

ときには、0.6 が適切であろうと考えられます。 

0:56:59 この玄海川内の 

0:57:02 係数設定の公差Ⅱの通り、既往のＳＤについては、サイトごと、

またＳＤ地震動ごとに異なるケースを設定することも可能だった

んですけれども、 

0:57:13 新規制対応時は、設置許可審査と設工認が並行して進められてお

りまして、 

0:57:19 限界線と合わせて、同時に那覇の検討を進める必要がありました

ので、 

0:57:25 計数の取り違えの防止、それから、すでに設工認側では 0.6 を先

行して検討を進めておりましたので、評価の効率化という、当社

の都合の観点から、 

0:57:37 仙台 12 号機ともに、一律の係数を 0.6 に設定したという経緯があ

ります。 

0:57:45 最後に、8ページ移りまして、 

0:57:49 こちら 4ポツということで、点検等への運用に、 

0:57:54 影響あるのかという観点で記載しています。 

0:57:59 ＳＤの追加に伴う地震発生後の点検等に関する運用への影響を確

認するために、総合点検の判断基準と原子炉トリップ信号の設定

値について、 

0:58:10 確認しました。その結果、 

0:58:13 いずれもＳＤに基づいてないということを確認しましたので、今

回申請に伴う運営の運用への影響はないことを確認しておりま

す。 

0:58:21 具体的に、 

0:58:22 江藤一つ目は総合点検の観点ですけれども、 

0:58:26 仙台 12 号機 34 号機ともに、社内規定に基づいて、最寄の気象観

測点で震度 5弱以上観測された場合に、点検を実施することとし

ています。 
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0:58:37 これらの総合点検の判断基準というのは、気象庁が発表する深度

に基づいているため、ＳＤには影響はありません。ＳＤ追加によ

る影響ありません。 

0:58:47 それからもう 1個、トリップ信号については、弾性設計地震動Ｓ

Ｄよりも十分低い値として、1000 台 160 ガル。 

0:58:56 限界 170 ガルに設定しています。このため、すでに追加による影

響はないと。 

0:59:02 いうことを確認しています。 

0:59:05 最後にまとめということで、今説明した内容をまとめていますけ

れども、 

0:59:09 ＳＤの制定にあたっては、ＳＤの、 

0:59:12 役割を、役割等を踏まえた上で、今回、 

0:59:17 設定する係数は 0.5 が妥当であると判断しています。紀子起業家

において係数 0.6 を設定した経緯については、再稼働。 

0:59:27 対応時のその状況も踏まえた上で、1日の係数を 0.6 としたと。 

0:59:32 今回、なお書きですけれども、 

0:59:36 地震発生後の点検等に関する運営の医療への影響については、Ｓ

Ｄに基づいてないということを確認しましたので、運用への影響

はないということを確認しております。ＳＤの 

0:59:48 コメントＮｏ．20 については以上です。 

0:59:52 規制庁佐瀬ですただいまの説明について質問等ある方いらっしゃ

いますか。 

0:59:56 規制庁の矢崎です。 

0:59:58 全般的な今説明した中で、規制側の判断としてですね、 

1:00:05 またサイトウなんすけど、審査実績を踏まえても、 

1:00:09 川内玄海ともに、 

1:00:11 結局ＳＤにおいてケース 0.5 で十分、ＳＤの役割を満足してい

る。 

1:00:19 ので、 

1:00:20 必ずしも保守的に設定された評価の係数 0.6 にとらわれる必要な

く、 

1:00:26 係数 0.5 を新たに採用しても、不合理な点は見当たらないという

ふうに、 

1:00:32 ミイの話を前回、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:00:34 されるのかなということで話し合ったときの結果としてですね、

思っていたんですが、そこでちょっとですね、いくつか矛盾があ

って、 

1:00:43 6 ページの 3ポツの、 

1:00:46 二つ目のポツ。 

1:00:48 限界さっきありましたけど、玄海 34。 

1:00:51 に関しては、0.6 最終的に 0．キクカワも、 

1:00:55 だから、 

1:00:56 の 0.6 適切であったと思うんで、ただ仙台に関しては 0.55 度の設

定も可能であったっていう話になってるんだけど、 

1:01:04 それだと、今のお話、 

1:01:07 表した最終結論。 

1:01:10 我々の判断基準になるんですけど、 

1:01:12 素行等は矛盾しちゃうんですよね。 

1:01:15 それでよろしいですか。で、 

1:01:17 実際にね。 

1:01:19 前回、次の 7ページで見たときに、図 3は、 

1:01:26 多分玄海川内どっちも同じ状況なんすよ、概ねとらね、包絡でき

てるっていう状況を考えると、 

1:01:32 だから、 

1:01:33 限界が 0.6 が適切だった千田今田店 6が適切だって言わざるをえ

なくて、 

1:01:38 私が 

1:01:40 以前、 

1:01:41 審査した高浜はどっちかっていうと、 

1:01:43 原価みたいな状態で、 

1:01:45 0.5 で概ね、 

1:01:48 包絡できてると。それは、例えば、Ｓ、 

1:01:52 ＳＢワン。 

1:01:55 これＳＤ4Ｈってその他のものも含めて包絡線から考えてみれば、 

1:02:00 全部ほ。 

1:02:01 全般で包絡ゼンシュウたい方が増えてきているので、概ね、 

1:02:05 言ってるんですよね。そういった観点からすると、谷川しかな

い。 

1:02:10 川内も同じことが言えて、 
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1:02:12 だから結局、 

1:02:14 同じ結論になるんじゃないかと、片方だけ違うという結論にはな

らないんじゃないかと思うんです。そこいかがですか。 

1:02:37 九州電力の小松江崎さんおっしゃる通りですね、玄海で言います

と、ＳＳに生産というのが 

1:02:45 結局断層モデルで決まった地震動ですのでヤマダには結構激しく

て、これを完全に包絡させようと思うと、0.6 でも包絡できないっ

ていう状態です。 

1:02:58 そうですね、はい。 

1:03:05 はい。 

1:03:27 わかりました。 

1:03:29 ただ、 

1:03:30 ちょっと前回のちょっと考察をですね、ちょっと仙台にそれより

上、ちょっと修文したいと思います。 

1:03:40 規制庁の江崎です。修正されるということで川内と玄海と岡野高

浜をミヤマオオイワちょっと忘れちゃいましたけど、 

1:03:48 基本的には観点だから同じような考え方にロジックに則ってると

思うんですよね。 

1:03:54 大体地震動もそんなにクマザカ断層とか何かわかんないところが

多いんで、ミヤマは白木ウタ違うでしょうけど、それから考えれ

ば、そんなに大きく変わらないと思うんで、ロジックとして、 

1:04:05 先行サイトで我々もそれはもう認めてきてるので、今更判断基準

は、ご質問はありませんので、 

1:04:11 その辺は川内玄海に一応何か、 

1:04:14 記載の水素があるので、その辺はそちらの判断基準がぶれていな

いということを示していただきたいということで記載は、 

1:04:22 技術充実または適正化していただきたいと思います。 

1:04:29 もう一方でですね、2ページ目に戻ってもらって、 

1:04:34 ここ 

1:04:36 言った時にですね、 

1:04:38 前回、私としては既往のＳｓ企業っていうかＳｓ＆ＳⅡとＳＤⅢ

を比較してくれたと思うんですよね。 

1:04:48 そういった観点で行っていかないと、この話の文章、最終段の弾

性設計用の意味を失う可能性があるっていうのは、 

1:04:58 ちょっと説明性がないんじゃないかなと要はＳＤとＳＤを、 
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1:05:03 比較して、 

1:05:04 ほぼ等価なので、妥当かじゃないか超越してるか、 

1:05:10 弾性設計の意味があるかないかっていう話にはならないと思うん

だよね。 

1:05:14 そしたらこの次のページの 3ページで、今も説明の、 

1:05:19 ということで揚げ足取られちゃうと、取るとしたらね、Ａの 0.5

とＢの 0.6 っていう方をね、 

1:05:27 確かに更新の数でちょっと大きくなって大きいから駄目だって話

で、弾性設計を、の意味を少なくって話じゃないので、 

1:05:35 それからすると、 

1:05:37 0.6 でもよかったじゃないかって話。 

1:05:39 揚げ足取りの人が行って、ゆされればそうなる。 

1:05:44 はずなんですね。 

1:05:45 そうしなさいって言ってるわけじゃないんだけど、 

1:05:48 少なくとも、うん。しょうがないんで私、ちょっと、 

1:05:53 加賀アノ等に、 

1:05:56 当社バンカーにやってみたんですけど、確かに 

1:06:02 ＳＤさんへつって、 

1:06:06 ＳＳＩＨと比較すると施設の位置が全然包絡されちゃいますよ

ね。一方で、 

1:06:12 ＳＳ。 

1:06:14 2Ｈ。 

1:06:15 に関しては、多分 0.1 秒のところで結構、 

1:06:19 越智冒頭加速度が落ち込んでるところもあるので包絡されてるん

ですよね。 

1:06:25 逆に、ＳＤ3ＨがそのＳＳ。 

1:06:30 2Ｈを上回ってる周期体もある。 

1:06:33 ということは 

1:06:36 Ｓｓの上限と下限の中に、 

1:06:39 一部の周期体で、 

1:06:41 ＳＤ3Ｈが入っていると。それも、 

1:06:44 一番大事な 0.1 秒のところ辺りで、 

1:06:47 0.150．1 秒から 0.2 秒ぐらい数台転用ぐらいですかね。 

1:06:56 あちょ、 

1:06:57 ごめんなさい、0.0、0.1 秒ぐらいですね。 
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1:07:03 そっちもちょっと手書きのヒトミせますけど、 

1:07:06 ちょっとこっち。 

1:07:07 うん。いや、机をやらせればいい。はい。 

1:07:11 いや、だから、オレンジ色で書いてあるのが、大体、 

1:07:16 スケールアップして書いたやつだから、そんなしてないけど多分

これね。 

1:07:23 一番ね、設備の、 

1:07:25 卓越周期として一番重要なところ。 

1:07:28 基本的には、 

1:07:29 逆転してるんですよね。 

1:07:33 こういうことを、島根の方で、 

1:07:36 阿比留さんっていう名前出しちゃいますけど、言われていて、説

明を受けました。 

1:07:40 そういうことからすると、 

1:07:42 じゃあ、 

1:07:46 いわゆるＳｓ2Ｈ－3Ｓで設計できるんですか。 

1:07:52 という話、それを要求、 

1:07:55 振る。 

1:07:56 ような地震動としてとらえるんですかっていう話、それはあまり

もう合理性がないんじゃないですかって話があって、 

1:08:03 そういった話もあってもともとその彼らのところエスワンが大き

いんで、0．全部包絡させてしまうと 0.6 にしない、しないといけ

ないと、そうすると、やっぱり 

1:08:14 かなりエスワンＳｓ金の分にＳＤが近似していってしまうと。 

1:08:20 そうすると設計の許容限界はどうすんですかって話で、 

1:08:24 じゃあ、 

1:08:25 ＳＤに対しても 4Ａ4ｓってわけにいかないでしょうと、3Ｓとして

ならば、同じようにそれはどういうことを意味してるかっていう

Ｓｓに対しても 3Ｓを求めていることと一緒なんですよと。 

1:08:36 それは設計として不合理だと私は思いますと。 

1:08:39 なので、0.5 とさしていただきますっていうのが、島根の言い分で

した。それは一つの審査実績でもあるので、 

1:08:47 そういった意味からすると、今みたいな話だと。 

1:08:50 にかなっているなっていうふう、ある種思うんですけど。 
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1:08:54 今回の予算通すＳＤと比較して、弾性設計、大きいか小さいか

で、弾性設計として意味があるかないかってのはちょっとそこで

は、 

1:09:03 ＳＤと比較するっていうこと自体が判断基準にはちょっと私とし

ては、 

1:09:08 ちょっとならないんではないかなと思っていて、ちょっと説明と

しては、その説明、十分じゃないっていうか、もうちょっと合理

性が欠けてるなと思います。この辺いかがでしょう。 

1:09:18 九州電力八木です。大井エザキさんのおっしゃりたいことを理解

しました。ちょっと我々のちょっと、 

1:09:26 なんすかね。今回の資料の観点で抜けてるところあるなと今私思

ってまして、確かにＳｓ、限界の方に 1から 5であれば、すべて

に 4Ｓ要求がありますと。 

1:09:37 で、今回新しく作るＳＤがもともとのＳｓの同じＳｓじゃない。

背番号オチアイ説と比べたときに、仮定ＳＥＯＳＤ他の係数倍し

てＳＤが、 

1:09:49 3Ｓ要求のところが、波が逆転してキョウチがてれこになってると

ころっていう観点がちょっと我々抜けてまして。 

1:09:56 特にその観点をもってすれば、特に波が多い限界もともとちっち

ゃいところとかは、 

1:10:00 確かにそういう意味での不合理さっていうのは出てくるのかなと

考えてますので、ちょっと急ぎ確認させていただいてまた、 

1:10:09 そうですね。 

1:10:10 そうですね仙台もにはなんですけど、おそらく谷とかもあります

んで、再度、急ぎ確認させていただいて、 

1:10:32 わかりました。ありがとうございます。 

1:10:38 規制庁立場です他に質問、藤原さんお願いします。 

1:10:44 規制庁藤原ですこのコメントＮｏ．20 回答資料の 8ページの、 

1:10:51 地震発生後の点検に関する運用への影響というところで、ちょっ

と設置許可の添付書類 8の方に、確か、 

1:11:01 原子炉トリップの何か設定のところっていうのがあったと思うん

ですけど、 

1:11:07 そこに何か確か、ＳＤを出しながら十分な余裕を踏まえてみたい

な記載ぶりがあったかと思うんすけどそれと、 

1:11:16 これ何ですかね一応そういう記載はあるものの、 
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1:11:21 基づいていないっていうことの、ちょっと意味合いがちょっとそ

の点発の記載というとちょっと関係がわからなかったんでその辺

ってどんな感じなんでしょうかね。 

1:11:40 九州電力八木でございます。その記載のほうは、ちょっと確認さ

せていただきますすいません。で、これ基づいていないと、記載

してますのはこの 160 ガルと 170 ガルといいますのが、 

1:11:52 もともと仙台はＳＯＳ通の前の地震でＳＡ地震というのが 180 ガ

ルというのがありまして、 

1:12:00 ソテーに 0.9 を掛けた数値をそのまま使ってると。 

1:12:05 玄海の方もエスワン 189 に対して 0.9 で、この数値を決めてまし

て、その運用を再稼働の時はずっと変えてございませんので、そ

ういう意味でちょっと裏を調べるとＳＤってこれが決まってない

というところで基づいてないという、 

1:12:18 記載にさせていただいてますちょっと転売指導の繋がりは確認さ

せていただきます。 

1:12:23 はい。衛藤規制庁以上です。わかりました。ちょっと、そうです

ね 160 という設定のの根拠は新しく新規制基準ＳＤとは、リン、

直接 

1:12:35 説明は変わってないかもしれない一応申請書の添付書類 8で、書

かれてることはちゃんと何がしか書いた上でやっていただきたい

と思います。はい。以上です。 

1:12:47 規制庁土佐です他に質問等ありますでしょうか。 

1:13:16 残り規制庁田代です。残り提出ここまで説明いただいて他に説明

する資料等ありますでしょうか。 

1:13:27 九州電力からエリアです。資料としては以上になるんですけれど

も、冒頭、えっとですね、 

1:13:35 8 月 29 日のヒアリングで、42 条 43 条の整理、特重施設が、他の

ＤＢＳＡに悪影響を及ぼさないことの設計方針を、 

1:13:47 どの逐条で整理するかという観点で、九州、当社は伊方と異なる

43 条側で整理しているという説明で、これは既許可からそうです

と。 

1:13:58 説明したんですけれども、調査した結果、結果ですね、一部その

誤りがありましたので、訂正させていただければと思います。 

1:14:25 九州電力笠野でございます。 
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1:14:29 条文の整理のところで特重施設に関する悪影響の防止の整理とし

て 42 条で整理するのか 43 条で整理するのかというところでござ

いますが、 

1:14:40 まず事実ベースです。事実ベースですけど、 

1:14:46 弊社の中、玄海原子力発電所の特重 

1:14:51 施設の設置、 

1:14:52 に関わる町とか、 

1:14:55 に関してのみ、43 条で整理しておりまして、川内については 42 条

側で整理をしている。 

1:15:03 という状況でございます。他電力に関しましてもあと 43 条で整理

している電力さんはいらっしゃらなくて、 

1:15:11 他のすべて 42 条側で整理をしている冗長でございます。 

1:15:17 状況もちょっと、前回に関してもちょっと詳しく言いますと、 

1:15:22 前回の特重施設設置のときの設置変更許可なんですけど、申請時

においては、42 条側で整理をしてまして、 

1:15:32 途中の 1回補正をかけてますけどその補正のタイミングで 43 条側

に、 

1:15:37 記載を悪影響防止に関する記載を切り分けているような状況にな

ります。 

1:15:44 社内の議事メモであったりとコメントリスト等をちょっとさかの

ぼって確認をしたのですが、指摘事項として、ちょっと何回かや

りとりをさせていただいてる状況ではあったんですが、 

1:15:57 最終的にアップ防止を要求してるものっていうのは 43 条の、 

1:16:02 ＳＡ設備、 

1:16:03 野間幼虫事故、 

1:16:06 として、特重施設も、ＳＡ設備一瞬ですので、 

1:16:10 そこに対する内容というところで 43 条側に記載をするような流れ

になったのかなと思っております。 

1:16:19 そういう状況を終えてまして、弊社、九州電力としてはその限界

での指摘事項。 

1:16:26 というのが最新の、 

1:16:28 状況ですので今回についても、 

1:16:32 43 条側で特重施設の、に対する悪影響防止っていう観点に関して

は 43 条側で整理をさせていただいているという 

1:16:41 ところになります。 
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1:16:42 で、 

1:16:45 なおなんですけど、実際に記載してある事項としてどういうふう

な 

1:16:51 設定をしているというか適法性の記載事項に関しては特段違いは

ございません。 

1:16:58 説明としては以上になります。 

1:17:02 規制庁タシロで説明ありがとうございます今の点について質問等

ある方いらっしゃいますでしょうか。 

1:17:10 規制庁の尾野です。説明ありがとうございます確認なんですけれ

ども、 

1:17:14 今までのヒアリングで、清千田については、あれでしたっけ。条

文適合性か何かの資料で、42 条がバツになってたやつを、 

1:17:28 42 条、丸になって、 

1:17:32 先行プラントと一緒で悪影響については 42 条でありますので、限

界については、 

1:17:38 既許可の一貫性をとって 

1:17:47 許可の時点で、悪影響の 

1:17:51 規則の解釈とかで書いてあるところ、ＳＡの関係で書いてあるの

でもうそれは 43 条にまとめてしまっているのでその方針は限界

は、他のプラントと違うけれども、そこは一貫性の観点で、43 条

で整理していると。 

1:18:06 いうふうに川内と玄海ちょっとその整理する条文が違うんだけれ

ども、その許可の方針になっていきますっていうことで、委員っ

てことですよね。 

1:18:17 すいません、九州電力、笠野でございます。ちょっと 

1:18:21 川内川が若干、先ほど尾野さんがおっしゃられたことと、 

1:18:27 違ってまして 1とかでは 42 条整理だったんですけど、その後審査

実績として玄海側で内田コメントアノ 

1:18:36 弊社としては最新で受けたコメントというところで、条文の整理

としては 43 条側で整理をするという形に、 

1:18:44 ＣＥＯと思っているところです。 

1:18:48 仙台についても 45 三条側で整理をするような形。 

1:18:54 にしようかなと思っているところです。 

1:18:57 規制庁の尾野です。 
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1:18:59 それはあれですか今回の 1の標準応答スペクトルで、玄海と仙台

一緒にするっていうことですか。 

1:19:07 その認識で大丈夫です。 

1:19:16 規制庁の宇津です。そうすると、申請書の 

1:19:21 記載っていうのは全く変更しないで、適合性方針の説明だけ変わ

るっていうことですか。 

1:19:29 自主事業笠野です。そのような認識でして記載自体は変わってな

くて記載をしている。 

1:19:37 箇所が変わるような形にはなるかなと思います。 

1:19:43 規制庁の江サノだからあれですよね申請書の記載自体は、別に何

も変わらなくて、 

1:19:50 申請書の時、唯一変わるとしたら適合性方針の説明のところの記

載が今回 43 条側の整理になって 42 条が出てこなくなるっていう

ことだけですよね。 

1:20:02 九州電力笠野です。そのご認識で問題ありません。 

1:20:08 規制庁野呂ですわかりましたありがとうございます。 

1:20:15 規制庁タシロです。他に、質問等ありますでしょうか。 

1:20:20 宮尾ですけどいいですか。 

1:20:22 お願いします。 

1:20:24 あれ今尾野君が言ってた今のところちょっともうちょっとう、ち

ょっと今決めるっていうよりちょっと私もその状況がわかんない

からあれなんだけど、ハザードしか今回変わってないので基本的

にはその既許可を踏襲するっていう前提なんだけど、 

1:20:38 今はそのどっちかに合わすとかっていう、今回の審査で合わすと

なると、キクカワを変えるって話しっぽく聞こえちゃうので、 

1:20:46 それって、今の多分審査スタンスとちょっと違うような気がする

んだけど、ちょっと意図が多分九州電力の人が違うんであれば、

少しよく確認した方がいいかなと思うんですけどいかがですか

ね。 

1:21:15 九州電力笠野でございます。ちょっとすいません確認なんですけ

ど実査自体、具体的に記載している事項自体が変わっていなくて

も、 

1:21:26 上どこの条文に書くかというところ、変わるっていうことになる

とそれは内容が変わってるのと、同じような意味合いになるので

今回の 
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1:21:35 震源特定せずの審査で、改めて内容が変わってしまってるってい

うような、 

1:21:43 こと。 

1:21:44 おっしゃられてるっていうことでしょうか。 

1:21:48 宮です。ちょっとそこまでの認識は特にないんだけど、そのまま

本文変更ありません。添附変更ありません。だから基本設計方針

変更はないんですけど、今何か整理だけを変えようとされてるの

で、 

1:22:01 多分それが、今、先ほど大野が言ったように、全体的な方針に関

わるところまでか。 

1:22:09 変えようとし、だから岩田氏ってのはその補足とかそこの部分で

は変わるんだけど、それがいテンパチじゃ天変地異かわかんない

けど 

1:22:19 店舗事項に本当に影響がないのかとかっていう確認が必要になっ

てくるんだと、若干話、今の現状で説明で判断できないなと思っ

たところなんですけど。 

1:22:35 明センミョウ笠野です。 

1:22:42 その点申請書に対する影響という意味では添付書類 8の中で逐条

評価を記載しているところ。 

1:22:49 添付書類 8の 1章の終わりのところですけど、 

1:22:53 そこの記載繰りが地オカと変わってくるっていうところは、 

1:22:59 ある、どの条文に対して記載をしているかっていうところは変わ

るかなと思ってます。 

1:23:07 宮尾です。だからその場合だと、要は店舗が変わるっていうこと

になると、変更、本文が変更にならないで方針の変更ではないん

だけど、何らかのテンパチを変えるっていうことになると、 

1:23:20 今、今まで説明受けてた内容と、ちょっとツジつけてた内容とか

その、今まで既許可で、特重チームで確認してた内容を変えよう

とされてるのでそうすると我々としてもそれがいいか悪いかっ

て、 

1:23:35 簡単には判断できないところもあるので、そこを上手くにしなき

ゃいけないって言ったわけですけど。 

1:23:45 Ｊ末広笠松です。ご趣旨は理解しました。 

1:23:53 すいません九州電力の田添です。ご趣旨をちょっと言われたこと

を理解した上でちょっと 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:23:59 社内でですね、どういうふうに整理していくかっていうのをまた

考えて、ご説明、改めて、 

1:24:06 させていただこうと思います。で、今言われたのはやはり、 

1:24:11 号機傾斜としての考えと号機としての考えサイトとしての考え方

っていうのがそれぞれ多分あって、どちらに合わせるかっていう

ところもあると思うんですけども、説明の一貫性中、 

1:24:24 といいますかその審査の中で説明した、来た流れとしてはやはり 

1:24:29 サイトウで説明したものを、 

1:24:32 また変えにいくのはちょっと難しいのではないかという認識を持

たれているということでよろしいでしょうか。 

1:24:40 網野ですけど難しいというよりは、その程度がわからないので、 

1:24:45 極端に言えば、 

1:24:49 記載の適正化という整理で済むものもあれば、考え方自体も変え

るんであれば、それはそのプサイトで判断した時点とまた今回の

時点で変えるっていうことになるので、 

1:25:02 そこの部分を回す、合わすことが今、優先かどうかっていうのも

含めて確認した方がいいかなと思っただけです。 

1:25:10 わかりました。ありがとうございます。 

1:25:15 はい。私は以上です。 

1:25:17 規制庁田代ですその他、質問等ありますでしょうか。 

1:25:23 それでは今回あの説明いただいた資料全体に対して、質問等ある

方はいらっしゃいますでしょうか。 

1:25:35 なければ本日のヒアリングの方をすね終了としたいと思います。 

1:25:41 結晶電力の方から何かありますでしょうか。 

1:25:45 すいません九州電力から言えですけれども、本日いただいたコメ

ントなんですけれども、急ぎ反映しようと思ってるんですけれど

も、資料提出の時期とか、そういったスピード感をちょっと 

1:25:57 教えていただければと思うんですけれども。 

1:26:07 規制庁田代です。一応、すでに連絡しておりますけれども、今後

のスケジュールについて 

1:26:13 9 月 25 日に提出予定ということで調整させていただいております

ので、ご準備の方よろしくお願いいたします。 

1:26:22 宮本ですけどいいですか。 

1:26:24 お願いします。 

1:26:29 本来はもう今日でセットして、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:26:31 すべきかなっていうところもあったんですけどもちょっとコメン

ト出てるので、ただ、今田代が言ったように 25 に提出とかそうい

うのはあるんですけど、 

1:26:41 資料の確認が必要なので、やっぱり今週中には 22 には出して欲し

いかなっていう、思ってるんですけど間に合いますかね。 

1:26:52 九州電力入江です。はい。今週中に提出するようにいたします。 

1:26:59 はい。私は以上です。 

1:27:24 それでは質問なければ本日のヒアリングの方を終了とさせていた

だきます。ありがとうございました。 

 


